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参考資料 神奈川県高圧ガス施設等耐震設計基準

行政指導指針

標準処理期間

委任規定

審査基準

規則

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令

（昭和43年２月７日政令第14号）

（平成９年３月10日通商産業省令第11号）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

関係条項

申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで

に通常要すべき標準的な期間

申請により求められた許可等をするかどうかを法の定めに従って判断

するために必要となる基準

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対

し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通した内容

となるべき事項

横浜市液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律審査基準

目次

液化石油ガス販売事業の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

許可等をする際に根拠法令の中で確認を要する条項

法で規定された委任事項（政令、省令、告示）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（昭和42年12月28日法律第149号）

用語の定義

法

政令



申請の要件 １ 液化石油ガス販売事業の登録

申請に関する説明
液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、販売所の所在地を管轄する市長の登録を受ける必要

があります。

根拠法令及び条項 法第３条第１項

関係条項 法第３条第２項から第４項、第３条の２第１項、第４条第１項、第11条及び第16条

委任規定
・規則第４条、第６条、第11条、第14条及び第15条
・保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成９年３月13日通商産業省告示第
122号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）

標準処理期間 13日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ２ 保安機関の認定又はその更新

申請に関する説明
保安業務を行おうとする者は、保安業務の区分に従い、市長の認定を受けることができます。
なお、認定は５年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。

根拠法令及び条項 法第29条第１項及び第32条第１項

関係条項 法第29条第２項及び第３項、第30条、第31条並びに第32条第２項

委任規定

・政令第６条
・規則第29条から第33条まで
・保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成９年３月13日通商産業省告示第
122号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について（令和３年２月
25日20210204保局第１号）

標準処理期間 13日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ３ 一般消費者等の数の増加の認可

申請に関する説明
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を法第29条第３項の数の範囲を超えて増加し

ようとするときは、その認定をした市長の認可を受ける必要があります。

根拠法令及び条項 法第33条第１項

関係条項 法第31条（第３号及び第４号を除く。）及び第33条第３項

委任規定
・規則第31条及び第32条
・保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示（平成９年３月13日通商産業省告示第
122号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について（令和３年２月
25日20210204保局第１号）

標準処理期間 10日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ４ 保安業務規程の制定又は変更の認可

申請に関する説明
保安機関は、保安業務規程を制定又は変更する場合、その認定をした市長の認可を受ける必要が

あります。

根拠法令及び条項 法第35条第１項

関係条項 法第35条第２項

委任規定
・規則第39条第２項

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について（令和３年２月
25日20210204保局第１号）

標準処理期間 10日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ５ 液化石油ガス販売事業者の認定

申請に関する説明
液化石油ガス販売事業者は、保安確保機器の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に

適合していることについて、その登録をした市長の認定を受けることができます。

根拠法令及び条項 法第35条の６第１項

関係条項 法第35条の６第２項

委任規定
・規則第45条及び第46条
・液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示（平成９年３月
13日通商産業省告示第121号）

審査基準
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）

標準処理期間 14日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ６ 貯蔵施設等の設置の許可

申請に関する説明
液化石油ガス販売事業者で、貯蔵量が3,000㎏以上の貯蔵施設を設置しようとする者又は特定供

給設備を設置して液化石油ガスの供給をしようとする者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、そ
の所在地を管轄する市長の許可を受ける必要があります。

根拠法令及び条項 法第36条第１項

関係条項 法第36条第２項及び第37条

委任規定

・規則第14条及び第52条から第55条まで
・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示（平成９年３月13
日通商産業省告示第123号）
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年11月14日経済産業省告示第220号）
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について（平成30年11月14日
20181105保局第５号）
・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第10条及び第11条
の運用及び解釈について（平成29年３月31日20170316商局第10号）

行政指導指針 ・神奈川県高圧ガス施設等耐震設計基準（平成２年６月１日）

標準処理期間 13日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ７ 貯蔵施設等の変更の許可

申請に関する説明
液化石油ガス販売事業者は、貯蔵量が3,000kg以上の貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更

しようとするとき又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、
その許可をした市長の許可を受ける必要があります。

根拠法令及び条項 法第37条の２第１項

関係条項 法第37条及び第37条の２第３項

委任規定

・規則第14条及び第52条から第56条まで
・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示（平成９年３月13
日通商産業省告示第123号）
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年11月14日経済産業省告示第220号）
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について（平成30年11月14日
20181105保局第５号）
・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第10条及び第11条
の運用及び解釈について（平成29年３月31日20170316商局第10号）

行政指導指針 ・神奈川県高圧ガス施設等耐震設計基準（平成２年６月１日）

標準処理期間 13日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ８ 貯蔵施設等の完成検査

申請に関する説明

液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設若しくは特定供給設備の設置又は変更の許可受けた後、そ
の工事が完成したときは、これらの使用前に市長が行う完成検査を受ける必要があります。ただ
し、高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合
していると認められ、その旨を市長に届け出た場合を除きます。

根拠法令及び条項 法第37条の３第１項

関係条項 法第37条

委任規定

・規則第14条、第52条から第55条まで
・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示（平成９年３月13
日通商産業省告示第123号）
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示（平成30年11月14日経済産業省告示第220号）
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について（平成30年11月14日
20181105保局第５号）
・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第10条及び第11条
の運用及び解釈について（平成29年３月31日20170316商局第10号）

行政指導指針 ・神奈川県高圧ガス施設等耐震設計基準（平成２年６月１日）

標準処理期間 検査終了の日から10日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 ９ 充てん設備の許可

申請に関する説明
供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、その使用の本拠の所在

地を管轄する市長の許可を受ける必要があります。

根拠法令及び条項 法第37条の４第１項

関係条項 法第37条の４第２項

委任規定
・規則第64条
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）

標準処理期間 13日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 10 充てん設備の変更の許可

申請に関する説明
販売事業者は、充てん設備の使用の本拠の所在地、構造、設備又は装置を変更しようとするとき

は、市長の許可を受ける必要があります。

根拠法令及び条項 法第37条の４第３項

関係条項 法第37条の２第１項及び第37条の４第２項

委任規定
・規則第64条
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）

標準処理期間 13日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 11 充てん設備の完成検査

申請に関する説明

販売事業者は、充てん設備の設置又は変更の許可後、その工事が完成したときは、使用前に市長
が行う完成検査を受ける必要があります。ただし、高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う
完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められ、その旨を市長に届け出た場合
を除きます。

根拠法令及び条項 法第37条の４第４項

関係条項 法第37条の３第１項及び第37条の４第２項

委任規定
・規則第64条
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）

標準処理期間 検査終了の日から10日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額



申請の要件 12 充てん設備の保安検査

申請に関する説明
充てん事業者は、充てん設備について、定期にその許可をした市長が行う保安検査を受ける必要

があります。ただし、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を市
長に届け出た場合を除きます。

根拠法令及び条項 法第37条の６第１項

関係条項 法第37条の４第２項及び第37条の６第２項

委任規定
・規則第64条及び第81条第１項
・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（平成９年３月17日通商
産業省告示第127号）

審査基準

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈の基準
について（平成31年３月15日20190308保局第５号）
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
（令和３年２月25日20210203保局第１号）

標準処理期間 検査終了の日から10日

申請部数 ２部

手数料 横浜市手数料条例(平成12年３月横浜市条例第32号)に定める金額








































































